
ご注意：この文書は、当行の第四回第四種優先株式の下限取得価額の調整に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的

として作成されたものではありません。 

 

平成 27 年７月 23 日 

各  位  

 

 

 

 

 

 

 

第四回第四種優先株式の普通株式を対価とする 

取得条項における下限取得価額の調整に関するお知らせ 

 

 

当行が発行した第四回第四種優先株式の下限取得価額を、下記のとおり調整することとなりまし

たので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１. 調整後下限取得価額   

 220 円（調整前下限取得価額 223 円） 

２. 適 用 日   

 平成 27 年７月 24 日以降 

３. 調 整 事 由   

 平成 27 年７月７日付で公表いたしました「新株式発行及び株式売出し（普通株式）

に関するお知らせ」及び平成 27 年７月 15 日付で公表いたしました「発行価格及び売

出価格等の決定に関するお知らせ」に記載のとおり、公募による新株式発行（一般募

集）を決定いたしました。これに伴い、第四回第四種優先株式の下限取得価額を当該

優先株式発行要項第 12 項（８）取得価額の調整 イ．（i）に該当するため調整するも

のであります。 

 

以  上 
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